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令和 3 年 10 月 臨時総代会開催
【日 時】令和３年１０月２８日　午後１時３０分
【場 所】東総文化会館小ホール　【議 長】高野 忠泰

　千葉県干潟土地改良区の定款や細則の変更、令和２年度の決算、
令和３年度の補正予算案等を審議していただくため、臨時総代会を
１０月２８日、東総文化会館小ホールにおいて開催しました。
　当日の総代の出席は４０人、ほかに書面議決書を提出された総代
は１０人で、提出した１１議案は全て可決、承認されました。	
　今回の臨時総代会も新型コロナウイルス感染予防の観点から出席
者の安全を第一に考え、ご来賓の招待も控えさせていただきながら
の開催といたしました。

総代席も間隔をとり感染対策を行った

議案第 1 号　千葉県干潟土地改良区定款一部変更（案）の表決の件
◆条文の送り仮名の訂正、ひらがなから漢字への変換、逆に漢字からひらがなへの変換、句読点の追加と削除
など、定款として適正な表記に改めました。

議案第 2 号　千葉県干潟土地改良区会計細則一部変更（案）の表決の件
◆会計帳簿等の管理において、これまで預金通帳や帳簿類を外部に持ち出す際には会計担当理事の承認を得な
ければなりませんでしたが、会計担当理事を常勤の理事長に変更しました。

議案第 3 号　令和 2 年度千葉県干潟土地改良区一般会計及び特別会計収支決算の承認の件
◆令和２年度の一般会計、特別会計の決算について提案しました。４～５ページをご覧ください。
議案第 4 号　令和 2 年度千葉県干潟土地改良区特定資産管理特別会計収支決算の承認の件
◆基本財産管理運営規程に基づき管理してきた財政調整基金、維持管理費軽減対策基金など７つの基金、積立
金の状況と、１５支区の特別会計について報告しました。５ページをご覧ください。

可 決 案 件
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令和４年１月末までに秋田川の浚
しゅんせつ

渫工事を完了させ、
令和４年度に基幹水利施設ストックマネジメント事
業採択に向けた県の審査会に諮り、令和６年度には
全線約 5,500m の大規模改修工事に着手の予定です

議案第 5 号　令和 2 年度千葉県干潟土地改良区事業報告及び財産目録の承認の件
◆令和２年度における管内の地区及び組合員の状況、事業の状況、事務の状況、経理の状況、財産目録等につ
いて報告しました。財産目録と組合費の徴収状況は６ページをご覧ください。

議案第 6 号　令和 3 年度千葉県干潟土地改良区一般会計収支補正予算（案）の表決の件
◆令和３年度の歳入、歳出予算に、それぞれ６，２３４万４９５円を追加し、総額を４億９，３２０万４９５円とする
補正予算案を提案しました。主な内容は、歳入の２款・補
助金に、新

しぼ っ た が わ
発田川地区補助金として国から５００万円を、

また９款・繰越金に５，７３４万４９５円を追加しました。歳
出では、基幹水利ストックマネジメント事業（機能が低下
した施設の修復を図る事業）として秋田川の改修に向け、
４款・維持管理費に計画概要書作成業務として５００万円
を計上。また、１０款・財産費として、財政調整基金に１，
０００万円、維持管理費軽減対策基金に５，３００万円を追
加しました。

議案第 7 号　令和 3 年度千葉県干潟土地改良区特別会計収支補正予算（案）の表決の件
◆万力、万力Ⅱ期、春海、椿海、豊和支区の補正予算案を提案しました。
議案第 8 号　令和 3 年度千葉県干潟土地改良区特定資産管理特別会計収支補正予算（案）の表決の件
◆議案６号に関連し、財政調整基金に１，０００万円、維持管理費軽減対策基金に５，３００万円を追加しました。
議案第 9 号　令和 3 年度千葉県干潟土地改良区借入金の方法、利息の定率及びその償還方法一部変
更（案）の表決の件
◆椿海地区、豊和地区の事業量の変更に伴い、日本政策金融公庫からの借入金追加を提案しました。追加額は、
椿海地区１８３万７，５００円、豊和地区８９２万５，０００円。

議案第 10 号　令和 3 年度千葉県干潟土地改良区歳計現金預け入れに関する件の変更（案）の表決の件
◆歳計現金（日々の支払いにあてるための資金）預け入れの金融機関について、（株）筑波銀行、農林中央金庫
を取り下げ、新たに（株）ゆうちょ銀行を追加しました。

議案第 11 号　千葉県干潟土地改良区支区選出役員の承認の件
◆清滝Ⅱ期支区及び夏目支区の役員の変更を提案しました。

今年度、新
し ぼ っ た が わ

発田川機能診断を実施（発注済）。令和４
年度、計画概要書作成、令和５年度に改修を完了する
予定です
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令和2年度
財務状況について、令和３年10月２８日開会の臨時総代会において承認されたものを報告いたします。

歳入額545,157,544円
歳出額389,934,049円
差引残高155,223,495円（次年度へ繰越）

歳入

歳出

歳入の部

一般会計決算

歳出の部

（単位：円）

545,158

組合費組合費  50%50%
271,581千円271,581千円

補助金補助金  9%9%
48,380千円48,380千円

事務費事務費  32%32%
123,994千円123,994千円

事業費事業費  53%53%
207,664千円207,664千円

財産費財産費  8%8%
32,000千円32,000千円

諸費諸費  7%7%
26,276千円26,276千円

負担金負担金  5%5%
29,315千円29,315千円

雑収入雑収入  1%1%
6,945千円6,945千円

受託費受託費  5%5%
25,958千円25,958千円

寄附金寄附金  0%0%
46千円46千円

繰入金繰入金8%8%
41,565千円41,565千円

繰越金繰越金22%22%
121,368千円121,368千円

389,934

千円千円

千円千円

（単位：円）

財務状況のあらまし

科目 予算額 決算額 比較増減（△）
組合費 265,733,000 271,580,810 5,847,810
補助金 45,588,000 48,380,050 2,792,050
負担金 29,279,000 29,315,167 36,167
雑収入 3,292,000 6,944,863 3,652,863
受託費 25,451,000 25,957,800 506,800
寄附金 1,000 46,028 45,028
区債及び借入金 2,000 0 △ 2,000
繰入金 41,565,000 41,565,000 0
繰越金 121,367,000 121,367,826 826
歳入合計 532,278,000 545,157,544 12,879,544

科目 予算額 決算額 比較増減（△）

事
務
費

事務費 129,323,000 120,464,879 △ 8,858,121
選挙費 350,000 31,800 △ 318,200
事務所費 4,800,000 3,497,055 △ 1,302,945

事
業
費

維持管理費 162,430,000 149,285,118 △ 13,144,882
団体営事業費 6,000,000 5,635,700 △ 364,300
工事費 2,050,000 47,384 △ 2,002,616
災害復旧事業費 5,040,000 290,950 △ 4,749,050
調査費 1,100,000 627,000 △ 473,000
受託事業費 1,000 0 △ 1,000
借入金費 8,811,000 8,708,041 △ 102,959
負担金及び寄附金 52,341,000 43,070,160 △ 9,270,840
助成費 300,000 0 △ 300,000

財産費 32,000,000 32,000,000 0
諸費 29,849,000 26,275,962 △ 3,573,038
予備費 97,883,000 0 △ 97,883,000
歳出合計 532,278,000 389,934,049 △ 142,343,951
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特別会計収支決算

特定資産管理特別会計収支決算

区　　　分 
会　計　名

歳入予算額 歳入決算額 歳出予算額 歳出決算額 差引残額

1 万才支区第１分区 1,700,000 2,484,939 1,700,000 123,972 2,360,967
2 万才支区第２分区 1,070,000 1,189,962 1,070,000 279,973 909,989
3 土地基盤整備桜井支区 5,500,000 5,808,176 5,500,000 207,957 5,600,219
4 香取代行支区 2,786,000 3,264,515 2,786,000 930,610 2,333,905
5 干潟西部用水支区 1,960,000 2,149,352 1,960,000 287,013 1,862,339
6 夏目支区 8,750,000 9,167,517 8,750,000 1,952,448 7,215,069
7 （県）共和支区 9,050,000 10,734,148 9,050,000 4,252,774 6,481,374
8 （県）琴田支区 12,160,000 14,467,060 12,160,000 7,472,897 6,994,163
9 （県）高生支区 8,506,000 8,701,898 8,506,000 1,703,159 6,998,739

10 （県）万才支区 2,990,000 2,987,229 2,990,000 1,369,075 1,618,154
11 （県）清滝支区 12,850,000 15,195,047 12,850,000 6,761,545 8,433,502
12 （県）琴田Ⅱ期支区 7,570,000 9,254,024 7,570,000 4,159,164 5,094,860
13 （県）清滝Ⅱ期支区 15,317,000 17,661,122 15,317,000 9,666,763 7,994,359
14 （県）万力支区 30,390,000 34,343,858 30,390,000 18,207,514 16,136,344
15 （県）万才Ⅱ期支区 51,730,000 57,446,182 51,730,000 5,772,566 51,673,616
16 （県）東城神代支区 16,393,000 16,466,975 16,393,000 4,107,734 12,359,241
17 （県）万力Ⅱ期支区 16,830,000 17,116,292 16,830,000 2,072,753 15,043,539
18 （県）春海支区 53,225,000 53,497,870 53,225,000 48,988,271 4,509,599
19 （県）椿海支区 28,864,560 24,982,830 28,864,560 21,543,908 3,438,922
20 （県）豊和支区 39,590,000 39,707,021 39,590,000 35,347,347 4,359,674
21 （農）春海地区 580,000 584,137 580,000 501,597 82,540
22 （農）椿海地区 560,000 559,096 560,000 501,597 57,499
23 （農）豊和地区 590,000 589,888 590,000 501,597 88,291

合　　計 328,961,560 348,359,138 328,961,560 176,712,234 171,646,904

（単位：円）

区　　　分 
会　計　名

歳入予算額 歳入決算額 歳出予算額 歳出決算額 差引残額

1 財政調整基金 32,220,576 32,220,576 32,220,576 0 32,220,576
2 維持管理費軽減対策基金 20,303,379 20,303,379 20,303,379 0 20,303,379
3 国営事業更新対策基金 125,396,011 125,396,011 125,396,011 0 125,396,011
4 職員退職給与引当基金 69,379,349 69,379,349 69,379,349 41,565,000 27,814,349
5 農地転用決済金積立金 54,479,891 55,134,426 54,479,891 0 55,134,426
6 土地改良施設使用料積立金 60,456,726 66,795,131 60,456,726 0 66,795,131
7 国営早期償還積立金 34,034,727 34,035,807 34,034,727 0 34,035,807

合　　計 396,270,659 403,264,679 396,270,659 41,565,000 361,699,679

（単位：円）Ⅰ．一般

区　　　分 
会　計　名

歳入予算額 歳入決算額 歳出予算額 歳出決算額 差引残額

1 万才支区第 1 分区積立金 1,500,250 1,500,300 1,500,250 0 1,500,300
2 土地基盤整備桜井支区積立金 1,565,975 1,566,032 1,565,975 0 1,566,032
3 干潟西部用水支区積立金 3,145,551 3,145,566 3,145,551 0 3,145,566
4 夏目支区 8,002,000 8,002,200 8,002,000 0 8,002,200
5 （県）共和支区積立金 3,009,761 3,009,762 3,009,761 0 3,009,762
6 （県）琴田支区積立金 14,260,874 14,260,903 14,260,874 0 14,260,903
7 （県）高生支区積立金 10,023,898 10,023,903 10,023,898 0 10,023,903
8 （県）万才支区積立金 3,002,901 3,003,147 3,002,901 0 3,003,147
9 （県）清滝支区積立金 17,209,060 17,209,085 17,209,060 0 17,209,085

10 （県）琴田Ⅱ期支区積立金 7,005,911 7,005,913 7,005,911 0 7,005,913
11 （県）清滝Ⅱ期支区積立金 27,014,178 27,014,386 27,014,178 0 27,014,386
12 （県）万力支区積立金 108,928,946 108,936,249 108,928,946 0 108,936,249
13 （県）万才Ⅱ期支区積立金 92,125,087 92,134,335 92,125,087 0 92,134,335
14 （県）東城神代支区積立金 30,012,310 30,015,318 30,012,310 0 30,015,318
15 （県）万力Ⅱ期支区積立金 30,003,287 30,004,294 30,003,287 0 30,004,294

合　　計 356,809,989 356,831,393 356,809,989 0 356,831,393

（単位：円）Ⅱ．特別

※（県）県営 （農）農業経営高度化支援事業
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組合費徴収状況

財産目録

資　　　　　産

摘　　要 金　額　（円）

１．流動資産 352,034,524

（1）現金預金 326,870,399

（2）未収金 25,164,125

（3）前払金 0

２．固定資産 1,511,489,376

（1）土地 7,227,120

（2）建物設備 12,017,134

（3）機械装置 1

（4）車両運搬具 1,008,155

（5）工具器具及び備品 2,381,164

（6）ソフトウェア 578,118

（7）特定資産 709,909,667

（8）仮払金※ 1 482,881,117

（9）未収金※ 2 295,235,900

貸倒引当金※ 3 -

（10）基本財産 251,000

資産合計 1,863,523,900

負　　　　　債

摘　　要 金　額　（円）

１．流動負債 8,000,000

（1）前受金 0

（2）未払金 0

（3）支区運営資金借入金 8,000,000

（4）預り金 0

２．固定負債 591,720,115

（1）日本政策金融公庫資金借入金 368,072,101

（イ）一般会計 1,373,000

（ロ）特別会計 366,699,101

（2）千葉興業銀行資金借入金 70,437,654

（3）国営事業償還引当金 125,396,011

（4）退職給与引当金 27,814,349

負債合計 599,720,115

※１固定資産に区分した仮払金の金額は、横領事件発覚当初の決算において、使途不明と認定した額をもとに算定したものです。 
※２固定資産に区分した未収金の金額は、横領事件損が賠償請求訴訟の確定額から強制競売による損害回収額（4,764,100 円）を　
　減額したものです。             
※３未収金に対する貸倒引当金は、回収可能額の測定が困難なため、計上していません。

経常賦課金

注　令和２年度は、令和３年５月３１日現在。平成２８年度から令和元年度までは令和３年３月３１日現在

（単位：円）

年　度 賦課調定額 納付額 未納額 徴収率％

令和２年度 274,771,020 271,580,810 3,190,210 98.8 

令和元年度 272,582,700 269,495,200 3,087,500 98.8 

平成３０年度 272,663,520 269,765,530 2,897,990 98.9 

平成２９年度 273,099,080 270,599,010 2,500,070 99.0 

平成２８年度 273,276,560 270,929,530 2,347,030 99.1 

計 1,366,392,880 1,352,370,080 14,022,800 98.9 

注
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令和２年度 事業報告

県営農地整備事業春海支区
（暗渠排水工事）

県営農地整備事業椿海支区
（椿海第３機場内整備工事）

地域農業水利施設ストックマネジメント事業
（夏目地区幹線排水路補修工事）

土地改良施設維持管理適正化事業
（万力第８機場補修工事）

（単位：円）
事業名 地区名 事業費

国営機能保全事業 大利根用水 522,002,000

県営農地整備事業
春海、椿海、豊和地区は令和５年度の事業完了
を目指し工事が進められています。

春　海 223,428,155
椿　海 325,697,000
豊　和 516,250,000

（単位：円）
事業名 地区名 事業費

国営造成施設管理体制整備促進事業 秋田川第１制水門補修工事　外４件 7,146,700

地域農業水利施設
ストックマネジメント事業 夏目地区 45,049,740

土地改良施設維持管理適正化事業 万力第８機場補修工事
（揚水ポンプ、電動機、補機類整備補修 ) 6,710,000
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笹川揚水機場の電動機故障と更新について
　今年度（令和３年６月）中干し期間中の定期点検
において、太郎ポンプの電動機（モーター）に異常
が見つかり火災の恐れから、その後の用水に使用す
ることができませんでした。しかし、９月１日に笹
川機場より搬出し工場に搬入、点検したところ整備
補修が可能であり、令和４年度の用水には支障なく
運転できる運びとなりました。
　今後、笹川揚水機場の３台の電動機については、	
国営施設機能保全事業（大利根用水地区）において
更新します。設計及び計画に１年以上の時間を要す
るため、今年度に発注し、設置を令和４年度末に予
定していることから、令和５年３月には新しい電動
機が稼働することになります。

　秋田川、鏑木川、新七間川の各排水路の排水障害
を解消するため、令和３年１１月から浚渫工事を行
っています。

秋 田 川 排 水 路 令和３年１１月～
令和４年１月末まで

鏑 木 川 排 水 路 令和３年１２月～
令和４年２月末まで新 七 間 川 排 水 路

ロングアームバックホーによる浚渫作業
秋田川排水路（令和３年１１月２６日撮影）

施工前の鏑木川

笹川機場のポンプ室。奥から太郎、二郎、三郎ポンプ。今
回は、一番奥の太郎ポンプのモーターに異常が見つかった

施工前の新七間川

排水路の浚
しゅんせつ

渫工事について
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　新川改修促進期成同盟会では、新川沿線地域の方に水質モニターを委嘱し、新川の水質汚濁やゴミの不
法投棄等の監視、情報提供をお願いしています。また、毎年８月には新川の現地踏査を行い、ゴミ収集等
の清掃活動を実施しております。きれいな新川・美しい農村環境を守るためにも皆様のご協力をお願い致
します。

　河川・水路等に捨てられたごみは、汚水や悪臭の原因
だけではなく、用水ポンプの吸水管にごみが詰まり、故
障の原因となります。
　当土地改良区では、水土里ネット千葉干潟詰所の皆さ
んと旭市環境課の協力を得て、今年度４月より管内河川の
ごみ収集等の清掃活動を月に１度実施し、不法投棄され
たごみなどを回収しています。きれいな水環境、美しい農
村環境を守るためにも皆様のご協力をお願いいたします。

モニターによる新川の清掃活動

古城地区での活動（５月１８日）

水路に洗濯機が捨てられていた  嚶鳴地区（６月１５日）秋田川に捨てられていたゴミ（８月２０日）

ごみのない農村環境を目ざして

新川同盟会
水質モニター 田んぼ・川・水・田んぼ・川・水・

土・自然・環境を守ろう土・自然・環境を守ろう

令和３年度　水質モニター名簿

（敬称略）

番号 氏　名 新川対象区域
1 渡邊　覚 東庄町舟戸・大久保地先
2 中川　文男 東庄町夏目地区
3 松ヶ谷　泰彦 旭市萬歳地区
4 小澤　昌志 旭市萬歳地区
5 高木　浩 旭市萬歳・関戸地先
6 堀江　勝 旭市入野地先
7 倉田　進喜 旭市幾世地先
8 平野　誠 旭市清滝地先
9 伊藤　貴紹 旭市新町・鎌数地先
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給水栓・暗
あんきょ

渠の水
すいこう

閘は個人の財産です

暗渠の管理について

給水栓の管理について

千葉県干潟土地改良区の事務局機構と事務分掌

　給水栓や暗渠の水閘は、個人の財産になります。当土地改良区管内でも盗難事件が発生してい
ます。盗難にはご注意願います。

・暗渠は、年に２、３回田面が固いときに水閘を開けましょう。代かき後に水閘を開けると目詰ま
りの原因となります。

・ほ場整備実施地区における給水栓は、分解清掃をしないと弁体部のプラ
スチックとステンレスが固着して動かなくなることがあります。
２、３年ごとに分解してグリースを塗布しましょう。

・給水栓を閉めても水が止まらならないときは、小石、魚の目、ゴミ等が
原因している場合がほとんどです。その時は、給水栓を大きく開いてゴ
ミ等を除去して下さい。

・ポンプの能力は、限られています。みんなが同時に使うと十分に水が出
ないことがあります。適正な管理を心がけましょう。

・・・

・・・

・・・

・・・

ほ場整備事業に関するこ
と。・・・

係　 長　　髙 橋 哲 也

副主査　　薄田 みどり

主　 事　　木 内 康 太

係　 長　　浪   川   崇

主　 任　　伊   藤   佳

主　 事　　増 田 康 希

係　 長　　宮 内 陽 子

主　 事　　島 田 惣 祐

主　 事　　鈴 木 智 文

金銭出納に関すること。

技術係

賦課徴収係

会計係
（兼庶務係）

庶務係

管理係

係　 長　　熱 田 雅 巳
主 　事　　加 瀬 晴 貴

役員、総代、各種会議運
営のほか、文書収受・広
報等に関する事。他の係
に属さないこと。

主　 事　　高 木 正 宏

賦課徴収全般・農地の移
動・農地転用に関するこ
と。

用排水調整・農用施設の
維持管理・施設の他目的
使用に関すること。

千千葉葉県県干干潟潟土土地地改改良良区区のの事事務務局局機機構構とと事事務務分分掌掌

（兼管理係）

事務局長

岩 岡 弘

総務課副課長

小 林 敦 仁

総務課長

伊 藤 光 明

事業課長

小 嶋 俊 雄
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スマート農業拡大中スマート農業拡大中
　当土地改良区管内において、スマート農業が進んでいます。　当土地改良区管内において、スマート農業が進んでいます。

　スマート農業とは、これまでの農業技術に AI（人工知能）や　スマート農業とは、これまでの農業技術に AI（人工知能）や

IoT（従来インターネットにつながれていなかった様々なモノが、IoT（従来インターネットにつながれていなかった様々なモノが、

インターネットにつながれ相互に情報交換する仕組み）などの技インターネットにつながれ相互に情報交換する仕組み）などの技

術を掛け合わせた新しい農業を言います。術を掛け合わせた新しい農業を言います。

　稲作のスマート農業技術には、GPS の衛星測位情報を活用した　稲作のスマート農業技術には、GPS の衛星測位情報を活用した

運転アシスト装置付きのトラクター、コンバイン、田植機や水管運転アシスト装置付きのトラクター、コンバイン、田植機や水管

理を遠隔、自動制御できる水管理システム、ドローンによる農薬理を遠隔、自動制御できる水管理システム、ドローンによる農薬

散布など、作業の省力化により経営を効率的に行う取り組みが始散布など、作業の省力化により経営を効率的に行う取り組みが始

まっています。まっています。

写真提供：②～⑤千葉県海匝農業事務所改良普及課写真提供：②～⑤千葉県海匝農業事務所改良普及課

①産業用ドローンによる農薬散布

③直進アシストによりハンドルを持たずに作業でがきる

⑤自動給水栓による水管理④水位センサーによる水位管理

②ラジコンボートによる農薬散布
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支区長人事 笹川揚水機場許可水利権と令和 3 年度取水実績
令和３年９月３０日就任

夏目支区　　支区長就任　掛巣　都章
　　　　　　支区長退任　鈴木　貞男
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

お ら せ知
滞納のある農地を取得した場合は、新しい権利者が負担することとなります
滞納のある農地を取得すると、土地改良法第４２条（権利義務の継承及び決済）により、新しい権利者に支払い
義務が移行しますので、農地を取得（競売も同様）する場合は、滞納があるかどうか当土地改良区へお問い合わ
せ下さい。

期　間
区　分

最大取水量
（S53 年 4 月期別規制）

年間計画総取水量
（H 元年 4 月総量規制）

3 月 10 日～ 4 月 20 日  6.886㎥ / 秒
80,910 千㎥

令和３年度笹川取水実績
62,559 千㎥

4 月 21 日～ 5 月 10 日  9.898㎥ / 秒

5 月 11 日～ 8 月 31 日 10.330㎥ / 秒

土地改良区に届け出てください
①組合員の資格等に異動があった場合
　組合員の皆様に耕作地の移動や名義変更が生じた場
合、市役所（農業委員会）に届出済、法務局に所有権
移転登記済であっても、年度内に土地改良区まで「組
合員資格得喪通知」の提出をお願いいたします。土地
改良区も自動的に変更されると思いがちですが、あ
くまでも当土地改良区へ本人の届け出が必要となりま
す。
　なお、手続きを怠りますと、土地改良区の台帳が変
更されず従来どおり組合費が賦課されますので、速や
かに届け出てください。
②農地を転用する場合
　農地を宅地等の農用地以外で使用する場合。「農地
転用等の通知書・地区除外申請書」を提出してくださ
い。
　	転用による農地の減少と農業用施設などの維持管理
費の増加による組合員の負担が増えないように、土地
改良法第４２条により地区除外決済金がかかります。

令和３年度決済金の額

農地転用決済金（１０a当り）
田・・・243,000 円
畑・・・102,000 円

賦課金の納付は口座振替を推奨します
　近年、銀行窓口の手数料の増額や、キャッシュレス化が進んでいます。賦課金の納付は、窓口での納付の手間がなく、
納め忘れのない口座振替を推奨します。

・ちばみどり農業協同組合・かとり農業協同組合・銚子信用金庫
・銚子商工信用組合・千葉銀行・千葉興業銀行・ゆうちょ銀行

下記の金融機関でご利用できます。

この広報誌は再生紙を使用しています。


